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別府市教育委員会指定管理候補者の選定にあたり、別府市教育委員会指定管
理候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）は、応募者から提出された
提案書類等により、審議を行った結果、次のとおり選定しましたので、ここに
結果を報告します。 
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１ 選定結果について 
（１）選定委員会は、別府市教育委員会が所管する公の施設で公園テニスコー
ト、温水プール、青山プール（以下「温水プールほか２施設」という。）の
指定管理者の指定を受けるため応募のあった４団体に対し、「別府市営体育
施設の設置及び管理に関する条例」及び「温水プールほか２施設指定管理
者募集要項」に基づき、応募提案書類等を厳正に審査した結果、次の団体
を指定管理者の候補者として選定した。 

 
※ 選定団体  一般財団法人 別府市綜合振興センター  
指定の期間 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 
（２）選定委員会は、別府市教育委員会が所管する公の施設で野口原総合運動
場（野球場・ソフトボール場）、市民球場、実相寺球場（以下「市民球場ほ
か２施設」という。）の指定管理者の指定を受けるため応募のあった２団体
に対し、「別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例」及び「市民球場
ほか２施設指定管理者募集要項」に基づき、応募提案書類等を厳正に審査
した結果、次の団体を指定管理者の候補者として選定した。 

 
※ 選定団体  一般財団法人 別府市綜合振興センター  
指定の期間 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 
（３）選定委員会は、別府市教育委員会が所管する公の施設で体育館、野口原
総合運動場（陸上競技場）、実相寺多目的グラウンド、実相寺中央公園管理
棟、実相寺サッカー競技場、実相寺サッカー競技場管理棟、青山中学校運
動場夜間照明施設、北部中学校運動場夜間照明施設、浜脇中学校運動場夜
間照明施設、別府中央小学校運動場夜間照明施設（以下「市民体育館ほか
９施設」という。）の指定管理者の指定を受けるため応募のあった１団体に
対し、「別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例」及び「市民体育館
ほか９施設指定管理者募集要項」に基づき、応募提案書類等を厳正に審査
した結果、次の団体を指定管理者の候補者として選定した。 

 
※ 選定団体  一般財団法人 別府市綜合振興センター  
指定の期間 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 
（４）選定委員会は、別府市教育委員会が所管する公の施設で実相寺パークゴ
ルフ場の指定管理者の指定を受けるため応募のあった３団体に対し、「別府
市営体育施設の設置及び管理に関する条例」及び「実相寺パークゴルフ場
指定管理者募集要項」に基づき、応募提案書類等を厳正に審査した結果、
次の団体を指定管理者の候補者として選定した。 



 
※ 選定団体  一般社団法人 別府市緑化協会  
指定の期間 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 
２ 審査方法（概要） 
  各応募内容（平成２８年９月３０日締切）について、施設所管課において
第１次審査として資格審査を行い、選定委員会において第２次審査として、
事業計画書や財務状況等の内容審査及び応募者面接審査を行い、委員個人評
価（採点）の集計後協議し、指定管理者の候補者を選定した。 

 
３ 選定委員会の開催経緯 
 （１）第一回選定委員会（平成２８年８月１６日） 
    ① 選定委員会委員長・副委員長の選任 
    ② 公募の要件（募集要項等）について決定 
    ③ 選定方法について決定 
 （２）第二回選定委員会（平成２８年１０月１８日） 

① 応募状況及び第一次審査の報告 
    ② 温水プールほか２施設応募者面接及び審査 

③ 同施設候補者選定 
（３）第三回選定委員会（平成２８年１０月２５日） 

① 応募状況及び第一次審査の報告 
    ② 市民球場ほか２施設及び 

市民体育館ほか９施設の応募者面接及び審査 
③ 同施設候補者選定 

（４）第四回選定委員会（平成２８年１０月３１日） 
① 応募状況及び第一次審査の報告 

    ② 実相寺パークゴルフ場応募者面接及び審査 
③ 同施設候補者選定 

（５）第五回選定委員会（平成２８年１１月７日） 
   ① 経過報告 

② 指定管理候補者の選定に係る報告書の決定 
 
４ 審査結果 
 （１）資格審査 
    申請者の資格（団体であること、国税及び地方税を滞納していないこ

と等）については、指定申請書に添付された官公署の証明書類との照合
等により、いずれの申請者も適合していることを施設所管課が確認した。 



 （２）事業計画の審査 
    審査に先立ち、審査方法（審査方法及び配点等）について、審議し決

定した。 
   ① 選定基準及び配点について 
     事業計画の選定基準は、別府市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例第３条第１項第１号から第４号に基づき、次の１６項
目とした。 

     なお、１６項目の選定基準については、いずれも公の施設の管理を
代行するために必要な条件であり、１６項目の選定基準により１０点
または１５点の配点とし、１委員あたり２００点満点とし、その合計
点を評価点とした。 
【選定基準】 
●  法人等の概要 

・応募理由 １５点 
・主な実績 １５点 

●  管理運営に関する基本的な考え方 
・施設の管理運営の基本方針 １０点 
・施設の現状と課題の認識 １０点 
・達成目標 １０点 
・サービス向上面でのポイント １５点 
・経費節減のポイント １５点 
・自主事業の基本的な考え方 １０点 

●  管理運営業務の計画 
 ・施設の維持管理 １５点 
 ・職員配置 １０点 
 ・自主事業の計画 １５点 
 ・安定した管理運営等 １０点 
 ・安全対策 １０点 
 ・地域や関係団体との連携体制 １０点 
 ・施設管理運営による地域振興の提案等 １５点 

●  収支予算書  
 ・収支予算書の内容 １５点 

 
   ② 採点の基準 
     採点に当たっては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号の採点

の基準によるものとする。 
   （ア）特に優れている 



   （イ）優れている 
   （ウ）普通 
   （エ）やや劣っている 
   （オ）劣っている 
  ③ 審査について 

申請者から提出された事業計画書及び面接結果を基に、各委員が個人
評価（採点）し、全委員の評価（採点）を合計した点数を評価点とし討
議を行い、その評価点が最も高い申請者を委員会の総意として候補者と
して選定することとした。 

 （３）審査結果 
    審査の結果、前記「１選定結果について」中の選定団体から提出され

た提案が、他団体の提案より、指定管理者として将来的に公の施設の設
置の目的をより効果的に達成することに期待が持て、公の施設の管理を
安定して行うことができる提案であると認め、指定管理者の候補者を委
員会の総意として選定した。 

 
５ 審査講評 
 （１）温水プールほか２施設 

※ 選定団体  一般財団法人 別府市綜合振興センター  
指定管理に関しての会議を月１回以上開催し、改善しようとする努

力がみられた。また、「接遇」、「緊急対応」、「苦情対応」「情報管理」
についてマニュアルを作成し、職員が共通認識を持って業務に従事す
るよう努めており、安定した管理運営が期待できる。 
施設利用面では、継続的にスポーツを楽しむ層と、全くスポーツを

しない層の二極化が進んでいる現状に対し、スポーツをしない市民の
利用促進を図るため、新規事業への取組みや、市民サービスにつなが
る備品の配置等を計画している。また、地域振興に関して幅広く具体
的な取組みの計画があり、地元雇用の正規職員も多く地域の雇用促進
に貢献している。 
しかしながら、選定順位は１位であったが他社との差は僅差で、自

主事業の計画等に課題はある。利用者相談窓口の設置、アンケート、
市民ヒアリング等要望を管理運営上の改善に活かす仕組みを構築し、
利用者ニーズの把握に努めるよう、また、経費節減がサービスの低下
につながらぬよう常に利用者目線で市民サービスの向上に努めること、
さらに、地域や関係団体との連携体制を強化することで施設の利用促
進に努められたい。 

 



 （２）市民球場ほか２施設 
※ 選定団体  一般財団法人 別府市綜合振興センター  

    指定管理に係る経費を見直し、指定管理料予算をこれまでより減額し
経費節減に努め、自主事業では平日に野球以外の利用を含めた新規事業
に取り組み積極的に利用促進を図ろうとする姿勢がみられる。 
また、サービス面でも接遇や苦情対応のマニュアルを作成し、事故や
トラブルがあったときに職員が共通認識し再発防止に努めようとして
おり、今回初めて本施設の指定管理者を公募したが、真摯に経費節減や
新規事業に取組んでいこうとする姿勢がみられた。 
しかしながら、本施設に対し利用者からの要望は多く、今後は行政及
び利用団体等の代表者を含めた運営協議会を設置するなど、常に利用者
のニーズを把握し利便性を考慮した管理運営を行うこと、また、経費節
減がサービスの低下につながらぬよう市民サービスの向上に努めるこ
と、さらに、地域や関係団体との連携体制を強化することで施設の利用
促進に努められたい。 
なお、利用者の利便性を考慮した管理運営が履行されないときは、別
府市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第７条による
指定の取消しを行う場合もあり得ることを付言する。 

 
 （３）市民体育館ほか９施設 

※ 選定団体  一般財団法人 別府市綜合振興センター  
    指定管理に係る経費を見直し、指定管理料予算をこれまでより減額し
経費節減に努め、自主事業では障がい者が参加できるイベントや、スポ
ーツをしない市民が参加できる様々な新規事業に取り組み、積極的に利
用促進を図ろうとする姿勢がみられる。 
また、サービス面でも接遇や苦情対応のマニュアルを作成し、事故や
トラブルがあったときに職員が共通認識し再発防止に努めようとして
いる。 
さらに、施設の維持管理においても陸上競技場やサッカー場の芝生の
手入れに細心の注意をはらい快適な芝生環境の維持を心がけている。 
今回初めて本施設の指定管理者を公募したが、真摯に経費節減や新 
規事業に取組んでいこうとする姿勢がみられた。しかし、現状維持では
なく心機一転の気持ちで管理運営を行うこと、また、経費節減がサービ
スの低下につながらぬよう常に利用者目線で市民サービスの向上に努
めること、さらに、地域や関係団体との連携体制を強化することで施設
の利用促進に努められたい。 

 



 （４）実相寺パークゴルフ場 
※ 選定団体  一般社団法人 別府市緑化協会  
 パークゴルフ場建設当時から３年間現地の樹木や芝生の管理に携わ
ってきたため、施設の現状を熟知し課題をしっかり認識しており、不
備な点については具体的な改善策も立てている。また、施設の維持管
理面でも来場者の利用しやすい環境を考慮しており、本施設の安心・
安全・快適な運営が期待できる。 
さらに、自主事業として具体的にパークゴルフ大会の事業計画を 
立てており、大会開催時には別府市旅館ホテル組合等と連携し、県外
参加者の宿泊や送迎の調整を行うなど観光客誘致についての策を講じ
ており、地域振興に貢献しようとする気持ちが強く感じられた。 
今後は、ネーミングライツによる増収で、施設整備の充実に努める

と共に、利用者のニーズを常に把握しサービスの向上に努め、市民が
何度も足を運びたくなるようなパークゴルフ場を目指し、地域振興に
つながる本施設の管理運営に努められたい。 

 
６ 別府市教育委員会指定管理候補者選定委員会委員名簿 
   

   氏   名 役      職 
 
委 員 長 
 

 
蔵 前 達 郎 

 
大分綜合会計事務所代表社員 

 
副委員長 
 

 
湊   博 秋 

 
別府市教育庁教育参事 

 
委  員 
 

 
大鍜治 光 子 

 
別府市社会教育委員（副委員長）

 
委  員 
 

 
廣 田   巌 

 
別府市体育協会副会長 

 
委  員 
 

 
三 口 龍 義 

 
別府市教育庁教育総務課長 

※任期：平成２８年８月１６日～平成３０年８月１５日 


